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事情愛更法則は主として法律行篇成立の当・初、其の関

係発生の地盤となっていた事情が当事者の意思に基ずか

ない不可抗力によって聾更した場合に、その本来の法律

数果を当事者間にいかに衡平に分配するかに関する法律

規範である。

　

従って‘

　

この法則の法理は当．事者の意思と｛決別個の信

義則というが如き私法法規の最高規範にその基礎観念を
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｛

求めなければならない。然しこの法則が事情饗更という

特殊の場合に信義則に従うべき構成をとらんが澱には・

信義則の基礎観念たるものから種々な考察を背景として

演輝Ｌ潤色を施す他はない。

　

従って、事情梶麟更法則は外形上は信義期と著しく異る

が如く見えるが、実は信義則適用の特殊の場合を更に一

般原則化し、ｒそれに法律規範としての独自の地位を襲え

んとするものに他ならない。

　

かかる法理を有する事情愛更法則を個々の判例につい

て橡討し、この法則が最‐早単なる学説上の法律規範にｉ上

るものではなく、雇：会に発生する具体的事件につき適用

を見つつある厳然たる実用裁判規範であることを実証せ

んとするのが本稿の目的である。

　　

２， 事情愛更法則の存在を認めた判例

第一

　

昭和９年１２月２７日

　

大歩ぼ
り

本件は被上告人たる東京市が発行した偉貨公債に就

て、該公債所有者たる上告人伊藤信吉に
よって篇された

東京公債五分利附ｒ悌貨公債が、英貨公債たることの確認

及び債務履行請求事件に関するものであるｏ

事案を要約すれば、被上告人は電気事業を拡張する鴬

外貨によつて其の資金を得んと決 し、明治４５年「ｉ９２ｉ

年）募債総額九百十七万五千磯の起債の認可を受け、当

初英圃のみで募集せんとしたが、後米伸両国に於ても募

集することとなり、 「ミントバリュー」
●により英伊Ｂ両園

の貨幣比率を一磯に対し二十五法二十二参とし、総額中

四百万磯に相当する一億八十八方法は悌園で募集した。

而して被上告人は右，悌質公債の発行を日本興業銀行をし、

て引受けしめ、同銀行，は在巴里「ソシェテ
．ゼネラル

蔵」をして巴里に於て本件公債を発行せしめ、同蔵は同

年２月２２日より額面五百法、申込金百法、払込金三百八

十三法七十五参即ち四百八十三法七十五参を以て払込を

篤さしめ募集を開始した

　

然るにその後悌園は世界大職に参加したるにより法貨

の債柊漸次下落Ｌ、昭和２年（１９２７年）には、一鰐に付

百二十四法二十一参の贋格を有するに至り全法［資格の約

五分の一となり、昭和３年（１９２８年）側図は新貨幣法を

制定して平贋切下げを断行し、従来の法貨の品位の約五

分の一に切下げ、被上告人は現時の法貨を以て本件公債

を償還するに於ては円の篇替相場に震動なき限り、公債

発行当時の貨幣の実慣約五分の一を償還し得べき計算

となるに至った。 そこで本公債の所持人たる原田薫 二

（上告人伊藤は第一審の原告原田より本件公債を譲り受
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第 一 部 昭和２７年１０月

けて所持人となり、訴訟参加をなし訴訟より脱退した）

　

を遺脱したろカ）叉は理由不備の遵法あるものと言わねば
は本訴を提起し、本公債は単一の英貨公債であり本件に

　　

ならないと主張した。は本訴を提起し、本公債は単一の英貨公債であり本件に
は信義則及び事情愛更法則が適用せらるべきことを主張

　

し、結局本件公債に対しては被上告人は英貨碑叉は其れ
に相当する法を以て支払すべきことを請求した。 然るに

第一審第二審共にこの請求を斥けた。そこで更に上告し

た事件であつた。‐

　

本件に就て事情愛更の法則と関聯して特に重要なの
は、上告論旨第四点と第五点である。上告人は第四点に

於て、原判決が説明している如く篇替相場の高低による

偶然な損得は、国際版ｇ１を篇す者にとっては予め其の考

慮になるべきであるけれども、其の程度には自ら一定の

限界がある。即ち取引者の属する双方の国家が販引成立
当時の貨幣制度を維持

・
しつつあるに拘らず、或る年度の

財政状態、貿易状態或は時の政府の政策等に基因し、篇
替相場の蔓動するが如き場合は其の偶然の損得は園際坂
朝として己きを得ないとするも、一図が貨幣制度を改正

し其の平贋を五分の一に切下げた如き大鰐革は、国際版
朝に於ても予期しえない事情であってご之に因り生ずる

当事者間の利害の著しき不権衡は法律正義をこ慾え許さる
べきではない。 而も本件に於ける法貨の暴落は実に七〇

割八〇割に相当．し、原判決の所謂国際取引者の予期しえ
ない罵替相場の高低に依る偶然の損得と・して黙殺するに

は余りに重大問題である。債権法の根本思想を鴬す信義
衡平の原則は、斯る案件に発動して両方の利害を調節き

るべき法則であると信んずる。然るに原判決が之を排斥

したのは信義則の虞意義を誤解し、この法則を適用しな

い違法，あるものと言わねばならないと主張した。同第五

点に於て上告人は、更に原判決は「上告人は所謂事情愛

更の原則に依り傍叉は之に相当する慣値の法を以て償還
を受くる権利を有するものと謂うを得ず」と判示したに

止り、斯る法則は御園或は我図の民商法の下に於て解釈

上容るべき余地なきものなるか否か、或は本件に於ては

この法則を適用すべき要件の具備せるものなるか否か、
更に斯る観念は所謂信義衡平の原則の内容を篤す

・
もので

あり、独立の概念を篇さないから、÷個の法則として顧

みる慣値のない，ものでおろか否かに付、何等説示すると

ころはない。 然し乍ら取引の当事者が全然意識しなかっ

た事情が発生し、其の結果は何等の過失のない一方に莫
大の損害を奥え、他方には予期しない耳額の利益を収得
せしむることとなるに拘らず、之を適当に調整する方策

がないとするのは今日の法思想と相容れない。本件に於

ける事実関係に徴すれば、斯る法則の適用は当然考慮き
るべきものと信んずる。然るに原判決は何等その理由を

示さないで之を排斥した。之当事者の主張に対する判断

　

これらの上告論旨に対し、大審院は本公債証書に基く
法律関係に付ては何れの図の法律によるべきかに就て、
当事者の意思が明かでない場合は、わが法例第７係に依
って、其の発行地の法律たる悌蘭西法により之を定むべ

きものと解するを相当とした。 而して悌民法第１８９５鱗第

１項によれば金銭の消費貸借により生ずる債務は常に契
約に定めた数字的金額にのみ存ずる旨を定め、第２項に

は弁論期前に貨幣の債値が騰貴し叉は下落するも債権者
は借入れた数字的の金額を返還することを要し、 且つ弁

済の時に通用する貨幣を以て其の金額を返還するを要す

る旨を定め、同法第１９０２係には消費貸借の借主は借りた

ろ物を同数量及び同品質に於て雨も約束した期限に於て
返還することを要する旨規定し、１９８７年７月１３日の悌図破

裂院の判決では、蔵債券を借受けた者が同種同量の蔵債
券を返還すべき義務を負う場合に、 弁済期に至り右の就

債券が下落したときは債務者は下落した同種の蔵債券の
同数量を返還するを以て足るべく、下落に因る損失は債

権者の負担たるべき旨判示した，叉悌民法第ヱ９３２僻第２

項には金銭の寄託は共の贋格の増加した場合たると減少

した場合たるを問わず、寄託せられたものと同－の貨幣

を以て返還しなければならない旨規定した。．これらの規

定及び右判例の趣旨によれば、悌図法では金銭の消費貸
借に於ては契約成立の時と弁済期との間に貨幣贋値の髪
動があっても、債務者は弁済期当時の債値による貨幣を

以て弁済することを要し且つ之を以て足るも・のと解すべ・

く、 これらの規定は叉平鹿切下げありたる場合にも適用

せられるものと解釈するを相当とする。従って弁済期の

当時に当り貨幣法改正せられ平贋切下げとなったと・きで

も、 債務者は特約のない限り切下げられたろ平償による

貨幣を以て、契約所定の金額の弁済を鴬ずことを得べき

ものと謂わなければならない。さすれば債務者はこれら

の場合に相場下落を云篇して契約当時の債値に相当する

貨幣を以てする支払を請求することを得ざるべく、叉債

務者が斯る支払を篇さないからとて信義則に反するもの

と謂うを得ないとして論旨第四点を斥けた。叉同第五点

に対しては、被上告人の本件公債を募集発行した当時以
後に於て公債の篇替相場下落し、昭和３年（１９２８年）“＝

図は新貨幣法を発布して平慣切下げを実行し従来の貨幣
の品位を約五分の一に切下げた事実は原院の認めるとこ

ろであるが、本件公債に付碑貨叉は法金貨支払の特約の
認められないこと原劉示の如くで、此の場合に於ては未

だ事瀞慶更の法則を適用すべき程度でないから、本件公
債は碑叉は之と同償値ある法で支払わるべきものではな

８７
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いｏ従って上告人は斯る貨幣による支払を請求すること

はできないものとして之を斥け原判決を支持したのであ

る。

以上によって見れば、 本大審院の判決は固より渉外取

引に関する準拠法を定めたものであり、直接事情愛更の

法則を取扱つたものではない。然し上告人の上告論旨を

斥ける大審院の判決理由中に、事情鍾更の原則及び信義

則の存在を明らかに看取し得るものと思う。

　

ぐ１） 大審院民事判例集第１３巻第２４号

　

１０８頁～１４８

　　　

頁［）
．

　　　　　　　　　　　　

（２）

　

第二

　

昭和２５年２月１５日

　

大阪地劉

　

本件は建物所有権修繕登記等請求事件に関し、事情蔓

更による契約解除権の成否を判示したものである。

　

事業を見るに、原告小体治助は昭和２０年
１１月１８日被告

平野久吉からその所有に係る建物其の他の物件を代金六

万円にて、同日右物件中工場一棟の引機を受けると同時

に代金内金として金一万円を被告に支払い、同年１２月末

日に代金残額五万円を支払うと同時に、右物件の所有権

移種登記手続を篤し、且つ右物件中家屋番号第二二四号

の居宅を明渡す約旨で質受ける契約を結び、同日右約旨

に基いて右工場－棟の引陵を受け代金の内金として金一

万円を被告に支払った。 その後原告は被告か．らの申出に

より履行期を昭和２１年２月末日進延期し、更に被告の懇

請により前後二回に鍵って内金として計金三千円の代金

の支払をした。然るに履行期に当って原告が再参被告に

右契約の履行方を請求したが之に臆じないので、原告は

本訴に及び被告に対し代金残額四万七千円の支払をする

と引換に右物件に付所有権移轄登記手続をなすこと、及

び右物件中家屋番号第二二四号の居宅を明渡すこと及び

登記の翌日から明渡すまでに至る損害金支払を請求した

事件である。

　

この原告の請求に対し、被告は手附金倍戻による契約

解除権を，行使しそれによ、って右契約は既に解除せられて

いるのであるから、原告の請求に感ずることはできない

と主張した。被告は更に事情饗更法則を援用して、たと

い右契約解除の効力がないとしても右契約当時と現在の

物贋を比較すると実に数十倍の騰貴を来しており、 建物

の如きも約二十倍になっている程就会情勢の蔓革を来し

ている。斯くの如き状況に於て２年前の契約をたてに時

慣の二十分の一の債権を以て履行を請求するのは、民法

第１燦の信義誠実の原則に反するのであるから原告の請

求は失当であると主張した。

　

そこで大阪地方裁判所は、原告の内払いとして支払っ

た金額は手附金と認めがたく、たとい手附金としても本

件の場合は質質契約は概に一部履行せられた後であるか

・ＢｃｎｏＮ Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０ｃｔ．１９５２

ら、 手附金倍戻による契約解除は認められない。叉
被告

の事情慶更法則の援用に対しては、本件費買の契約の日

は昭和２Ｑ年１１月１８日であり履行期は同年１２月末であった

が、被告の都合により昭和
２１年２月末迄履行期を延期さ

れており、本件費買の履行が遷延したのは被告の事情に

よることが認められるから当初当事者が欲した通りの法

律効果を発生せしめても、未だ著しく信義衡年に反する

ものとは解せられない。・即ち終戦時より物腰が全面的に

騰貴の趨勢にある歌況下に於て責買契約を締結するに当

っ（は、何人と難も時日の経過により物慣が滞東更に
騰

貴するということは当然予見し得べきものである。事情

蝉更が契約の効力に影響を及ぼすがためには該契約の時

と履行の時との間に、当．事者の予見することのできない

事情の愛更があり、該契約の履行をな・きしめることが著

しく信義に反し当事者の意思に反する場合でなければな

らない」 と劉決して、被告の主張を斥けたのである。

　　

（２） 下級裁判所民事裁判例集 昭和２５年第１巻第

　　　　　

２号

　

８８頁～９４頁。

　

第三

　

昭和２５年４月４臼 東京地列
くり

　

本件は貸室明渡請求事件に関し、賃借物の必要費償還

請求における経済事情蔓更に伴う増額計上の主張の当．否

を判示したものである。

　

事案は訴外岡村栄次郎が被告株式会就興隆洋行の前身

である志村工業株式会紙に対し、 昭和１９年６月１３日▲事務

所使用の目的を以て、自己所有の建物の中地階一号室外

七室を賃貸する契約をなし、賃料を一ヶ月金五千六百五

十四円（其の後契約当時の家賃を値上げしたものの合計

額） とした。 但し、賃料を支払期日に支払わない場合は

其の履行請求を受けてから３日間をすぎたときは契約を

解除すること、其の他の附帯特約づきであった。

　

其の後共柴会耐：が訴外人の地位を承継して原告とな

り、志村工業株式会諺は商号を愛更して株式会冠：興隆洋

行として被告となったのである。

　

然るに被告会言ｉｔは昭和２３年６月１０日以降同年８月末日

進３ヶ月分の質料計金一万六千九百六十二円を支払わな

いので、前示特約によって同年９月９日右
ヨ覚約を解除し

たのである。

　

そこで被告会瀧：は原告会直に対し必要費九千三百円の

償還請求をしたわけである。今被告会就の主張を見る

に、被告はこの必要費償還請求権が発生してからその
履

行を求める現在までの間に、当．事者の予期し得ない而も

双方の責に帰すべからざる経済事情の蔓更があったので

あるから、債権発生当時の給付そのままを現在原告に
履

行せしめることは、信義公平の観念上当事者にとって著

しく不当である。 よって本件の場合には事情襲更の原則

８８
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を適用し、前記必要費を今の経済事情の饗更に感じ凡そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
四・八倍に増額計上して償還すべきものであるとしたの

である，

　

そこで東京地方裁判断は、被告会諺主張の前言巳必要費

はいずれも被告会紙がその支出をすることによって、原

告は当．然罵すべき筈であった支出を免かれたのであるか

ら、右支出額に相当する額は利得として之を返還するの

は当然であるが、右「支出」の対象となったものは結局

本件建物所有者たる原告に帰属した。従って右支出後右

建物全体が暦質したとしてもそれは経済事情の慶更によ

って生じた利得であるから、それは該建物所有者に帰属

するのは当．然の筋合であって、被告会就の右支出に因っ

て直接該所有者が得た利得でないから、不当利得に譲ら

ないものと言わねばならない。従って原告は被告に対し

右増便額を必要費としては返還する義務はないものと解

する。尤も被告の主張が事情慶更の原則を援用して経済

事情の聾更に伴う必要費増置額計上の趣旨であるとして‐

も、「今次の太平洋戦争後の我国経済界の状況は第一次

世界戦争，後に独乙に起った悪性インフレの如くその程度

は激烈ではなく、且叉予見し得ざる程度のもの でない

し、殊に賃借人が必要費を支出したときは民法第
６０８像

に依って賃借人に対して「直ちに」請求し得るのである

から、右支出後直ちに之を請求せずに言わば権利の上に

眠っていた者がその後経済事情の襲更によって償格が下

落せずに侭々増加したからとて、直ちにその増償類を請

求し得ると・いうのは寧ろ信義公平の原則上その理由がな

いものと考える」との判決要旨の如き理由に・よって彼舎

の主張は斥けられたのである。

　

以上第二第三の場合は何れも裁判所が事情変更法則の

存在を前提としつつそれぞれの被告の主張を斥けた事件

であって、これらは叉事情騨更法則の存在を認めた判例

と謂わなければならない。

　　

（３） 下級裁判所民事裁列例集 昭和２５年第１巻

　　　　

第４号

　

１３頁～２６頁。

　　　　

３， 事情嚢更法則を適用した判例

　

第一

　

昭和１２年５月１２日

　

大阪地判
（１）

　

本件は被告大阪市の築港公債の海外賓却に就て原告安

田銀行によってなされた立替金請求事件に関するもので

ある。

　

事案は被告大阪市が明治３０年１１月１日大阪市築港公債

膝例によりて、築港公債金千七百三万八千円を利息年大

分毎年６月及び１２月支払い、元金は明治３８年から明治１１

４ 年（昭和５６年）に至るまで毎年１２月抽簸により償還す

るものと定めゞ同年から明治３７年に至る８年間に漸次幕

震

　

、 第 ー 部、 第 一 部

　　

ｒ 昭和２７年１０月

集することとし、同年１１月２２日第三銀行（原告安田銀行

と合併し、原告は第三銀行の本件公債募集に関する権利

義務を承継した）との間に、右公債募集に関する契約を

締結Ｌ、第三銀行はこの契約に基て明治３３年８月までに

金九百七十六万円を募集し、募集未済額は金七百二十七

万八千円となった。そこで被告及び第三銀行は協議の結

果既発行及び未発行の築港公債を海外に賓ヲ弔することと

し、明治３５年目月公債額面三百八万五千円を稔敷で賓却

したわけであるが、この海外贋却に就ては当事者間に

「第三銀行ガ既発行ノホ公債蔵ミキ未発行ノモノニシテ其

ノ引受ヶタル公債ヲ外国二於テ費却シタルトキハ其ノ元

利支払並二費用二付金貨ト英貨換算額トノ篇替上ノ差額

ノ・其ノ損纂共二第三銀行ノ負担タルヘキコト」の約定が

成立したのである。かくて第三銀行は本件公債元利支払

資金授受を暇扱い、前示約旨に従って元利金支払いに伴

う篇替上の差額損鎌を負担して束たのである。

　

ところが昭和６年１２月１７日我園の金本位制停止と共に

日英間の篇替相場に大震動を生じ、原告安田銀行は篇替

差損金を従来の二ポンドの八十四倍に達する百六十八ポ

ンドを負担せざるを得なくなったわけである。

　

かくて原告安田銀行は前示約定は所謂事情蔓更の原則

によって当然その効力を失ったものであると主張した。

　

大阪地方裁判所は「凡ソ法律行篇カ篇サレタル後二其

ノ法律行鰐成立当時ノ環境タリシ事情力当事者ノ予見シ

得サリシ程度二愛更シ其ノ結果本来ノ法律効果ヲ発生セ

シムルコトカ著シク不衡平トナリタルニ拘ラス例ホ之ヵ

履行ヲ篇サシムルカ如キハ債権法ノ根本原則タル信義衡

平ノ要求スルトコロニ徒ヒ其ノ給付ノ内容ヲ適当二蔓更

スヘキコトラ相手方ニ主張シ婦ヘク相手方之ヲ煩絹スル

ニ於テハ契約ヲ解約或ハ解除シ得ヘキモノト謂ハサルヘ

カラス」と判決し、 その判決理由中に「原告が若し事情

愛更の原則の適用を主張しその効果を受けんとするなら

ば、第一段に於て原告は宜しく被告に対Ｌ海外質卸公債

元利支払資金として被告より交付を受くべき金員を信義

衡平の観念に従い妥当とする限度に増額すべきことを求

め、被告之を拒絶したるとき第二段に於てはじめて常束

に向い契約を解約し得べきものと解するを相当，とすべ

く、右契約第４儀（本件公債の海外費却に就ての被告及

び第三銀行間に篇されたろ約定）が鴬替相場に前示制

約喪失すると同時に当然共の効力を失いたるものと解す

るを得ず」との趣旨を選べて原告の主張を斥けたのであ

るｏ

　

これ裁判所が原告の主張を斥けるに当って、所謂事情

蔓吏の原則をば信義則に則って批判し、 修正し、発展せ

しめた適切な判例と見ることができると思う。
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ＧＥ１

　

（１） 法律新聞４１４６号

　

１４頁。

　

林信雄

　

法律に於

　　　　

ける信義誠実の原則

　

２４５頁～２４７頁。

築二

　

昭和１７年１０月２２日

　

大判
（２）

本件は原告（被緯訴人・被上告人）所有の土地再賓質

の解約が臨時農地贋格統制令施行の影響を受けて無効と

なったため、第一審及び控訴審に於て認められた原告の

該土地所有権移轄登誰手続請求権が大審院に於て斥けら

れた事件である。

　

事案は原告（被捧訴人・被上告人）は昭和１３年１１月２２

日其の所有地を代金六千円で被告（榛訴人’上告八）に

質渡し、登記をなすと同時に昭和２３年１１月２４日迄に原告

が右代金を支払うときは被告は買戻に隙ずべぎ旨の再責

買の予約を締結した。

　

ところが昭和１６年２月１日より臨時農地贋椿統制令が

施行せられ、該土地につき公定．贋格四千二百四十四円を

趣ゆる授受が禁んぜらるるに至ったが、原告は昭和１６年

６月２１日金六千円を現実に提供して賓買契約の意思表示

をなしたが、被告が所有権移韓に隙じなかったので同額

を供託し該土地所有権移轄登記手続請求の訳を提起した

事件である。

　

第一審と控訴審は本件再費買の予約は、原告の－－方的

意思表示により費買の効力を認むべきものであると し

た。勿論臨時農地慣格統制令も本件予約に適用あるけれ

ども、法令の趣旨は不動壷贋格の適正、．投機取引の 防

止、農産物贋格の昂騰抑制にあり賞買自体を禁止するの

でないから、最高，償格を越えない範囲で質買は有効であ

り、超過代金を授受し得ないのは法令の施行によるので

当事者双方の責でないのは勿論、斯る総括的物慣抑制は

所有者叉は買主の犠牲でなされるものであるから、所有

者叉は責主は法令の施行に因り当初の債格に震動ありと

して、 自己の篇すべき義務履行を拒絶し得ないと判示し

て、原告の土地所有権移聴登記手続請求権を認めたので

ある。

　

大審院は「再費費ノ予約ノ・特別ノ事情ナキ限
・リ経済事

情ノ愛動其ノ他法令ノ施行等二困り試会情勢ニ著シキ髪

動ヲ生セサルヘキ場合に限ルトゾ暗黙ノ諒解ノ下二締結

スルモノト解スヘク統制法令ノ施行ニョリ所定代金額以

下ノ慣格ヲ受領シ得ルニ過キサルコトトナルトキハ斯ル

襲動ヲ予想シッツ筒予約ヲ締結シタリト認メラルル特別

事情ナキ限り該予約ノ・無効ナリト解スベシ」と劉決して

原判決を破殴差戻し原告の請求を斥けたのである。

　

以上に・よって本判例を見れば、当事者の意思表示に仮

託しつつ換言すれば当事者の意思を尊重し保護するが如

き外見を有し乍ら、その実当事者の意思を離れ臨時農地

債格統制令施行によ・り買戻贋格に著しく愛更を来し、最

ＥＧ宜ｏＮ Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

０ｃｔ，１９５２

早当初契約の目的が不到達により再費買の予約が無効乃

至解除せらるべきであるという所謂事情愛更原則の法理

を採用し、，具体的場合に適合した効力を種々に認定する

ことを可能ならしめようとしたものであり、統制法によ

って私法自治が制限せられゆく過程に於ける解釈技術と

して、まことに勝れたものであると共に、麿く既存の契

約に対する債格統制令の影響に就て、大審院の見解を示

すものとして叉極めて注目に値する判例であると思う。

　

（２） 法律新聞第４８０８号７頁以下。

　

谷口知平

　

再

　　　　

質買の予約に対する臨時農地価格統制令の影

　　　　

響 ｒ民商法雑誌」．第ｉ７讐第１号９１頁～９９頁。

　　

・

　

勝本正晃

　

現下に於ける事情変更の原則の適

　　　　

用「法律新報

　

第７５１号掲載」５頁。

　

第三

　

昭和１９年ー２月６日

　

大ヂず
り

　

本件は事情蝉更による上告人の契約の解除権を認めた

ものである。

　

事案は上告人（原告）臭小路は昭和１４年７月２０日被上

告人（被告）市田等から、其の所有地であり且つ尼崎市

都市計画災害復興土地区劃整理事業地区に属する本件土

地を宅地に供する目的で、償格一万二千六百九十六円で

買受ける契約をなし、所有権移轄登詔期日を同年１０月１７

日として該契約成立当日手附金五万円を交付した。 とこ

ろが後になって、その登記期日を昭和１６年７月３１日に饗

更し上告人は被上告人に対し更に手附金十万円を交付す

べく、 上告八が右期日までに代金を支払わないときは被

上告人等は催告其の他の手続を要しないで、契約を解除

して手附金を没収することができ、叉被上告八等が右期

日までに所有権移轄登記をしないときには、上告人の側

でも直ちに契約を解除することができ、被上告人等は上

告人に対して手附金の倍展を鷲すべき旨の補充契約を締

結し、上告八は契約の当日更に手附金十万円を被上告人

等に交付した。

　

ところが契約履行期到来前の昭和１５年ー１月２５日宅地建

物等瞳格統制令が施行せられ、同令第６儀の規定によっ

て、該土地に就ては其の贋格に付行政官憾の認可を要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

し、その認可の額を越えて支払い叉は受領することを得

ないこととなった。そこで被上告人等は契約履行期間前

統制令の規定に基いて兵庫懸知事に対し、該土地に対す

る債船認可申請をしたが、上記の土地区劃整理事業も完

成予定日たる昭和２１年３月末日までに果して完成するか

否かが危ぶまれる状態に立ち至り、その結果換地の計画

も未定であるために、本件土地の債格決定もまとまらな

かったので、遜に契約履行期日たる昭和１６年７月３１日ま

でには該贋格の認可が得られなくなった。従って本件土

地費買代金の支払と同時履行の関係にある該土地の所有

９０
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， 聾 第 『 部

権移陣登記も、また右認可を受け該代金を提供する迄に

は、これを篇すを要しないと思われる事態に立ち至っ

た。そこで買主たる原告は所謂事情夏更を理由として、

該費買契約を解除し手附金の倍額三十万円を請求した事

件である。

　

今上告人の主張を見るに、本件では土地区劃整理事業

に関連して換地の計画も未定であるために、許贋が困難

である・という事情があって慣格認可申請は差戻されたの

である。そＬ（この困難な事情はいっ解消されるか到ら

ないのだから、原判決の所謂浮動状態は長く存続して、

買主たる上告人はどこまでも不利盗を受けることにな

る。よって上告人は事情藁更による解除をしてもよいと

・うのである。

　

これに対し大審院は「土地ノ費質契約成立後其ノ履行

期前二宅地建物等債絡統制令施行セラレタルニ困り賓買

慣格ノ認可・ヲ受クルニ要スル期間判明セサル鰐契約断定

ノ履行期以後相当長期二亘り契約ヲ履行スルコト熊ハス

．且右認可個格ノ如何二因り該契約ノ・結局失効スルニ至ル

ヤモ知レサルカ如キ事態ヲ生シタルトキハ当事者ハ事情

愛更ニ因ル解除権ヲ取得スルモノトス」 と判決して、原

判決を破殴の上原審に差戻し、上告人の主張を容れたの

である。

　

以上によつて本判例を見るに、荷も契約が締結せられ

た以上之に拘束されるのは当然である。然るに契約の拘

束から離脱する篇の解除権を認めることが、信義に叶う

ということは如何なる理由に基ずくものである・ぅか。 そ

れは只単にその契約が不安定になったというだけではそ

の理由は正当ずけられないと思う。即ち不安定な契約に

よって何時までも当事者を拘束して置くことが何故信義

則に反するかの理由を、更に掘り下げて考えて見なけれ

ばならないと思う。それは結局当事者が契約をした当初

の目的に遡って考えねばならないことになるであろう。

本件の如き長期に亘る不安定な契約では最早当事者は当

初の契約の目的を達成することができないようになった

のだから、斯る契約で当事者を何時までも拘束しておく

ことが、全く無意味であり不必要になったという所に究

極の理由があるものではなかろうか。 この意味で大審院

は事情の蔓更による解除権を認めたのであり、その故に

本判決は事情饗更則を信義則によって裏付けた最も適切

な判例であると思う。

　

（３） 大審院民事判例集第２３巻第１９号６１３頁。

　　　　

未川樽

　

民商法雑誌

　

第２１巻 第８号～ｌｏ号合

　　　　

併号６７頁～７４頁。

　　　　

林信雄

　

前掲書

　

２７４頁～２４８頁。

　　　　　　　　　　　　　　　　

昭和２７年１０月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　

第四

　

昭和２５年３月”日 名古屋高裁金沢支部判

　

本件は家屋明渡請求控訴事件に関し、事情蔓更による

契約解除権の成否を判示したものである。

　

事案は控訴人川之上正豊の先代が訴外尾崎獅三右衛門

に対し、昭和１９年＝－月２１日その所有に係る稿井懸丹生郡

天津村在の木造瓦葺二階建居宅一棟を、代金二万二千円

で責渡す旨の契約をなし即日訴外人から金八千円を受領

したが、右引渡期限は残金一万四千円の支払と同時に到

来する約定であった。

　

其の後川之上の先代が死亡したので相続によって現在

同人が控訴人となり、鈴木三郎は買主たる訴外人からの

権利義務を譲り受け被擦訴人となり現在に至っているの

である。

　

ところが昭和２１年３月頃被控訴人より鑑訴人先代及び

控訴人に対し、質主たる権利の譲り受けを告げて前記約

定に基き本件家屋のｇ１渡を求めた断、錘訴人先代並控訴

人はその時はじめて右譲渡の事実を知りたけれども、捧

訴人先代はその居住の家屋を昭和２０年７月１９日の踊井市

の戦災に．より涜失し、本件家屋をその居住の篤必要とし

た関係上、その事情を被錘訴人に述べて右譲渡に異議を

止めたのみならず、その頃雄訴人先代より尾崎扇三右衛

門に対し前言巳事情を事由に解除の意思表示を篇したので

ある。然るに原審が捧訴人の本件家屋明渡の請求を認め

たことは不当であるから、その判決を駁消すと共に、控

訴人の事情愛更による本件契約解除の請求を認められ度

き旨を、名古屋高等裁判新金沢支部に雄司モした事件であ

る。

　

裁判所は、被箆訴人は静云外人からその買主たる権利義

務を控訴人先代の承諾のもとに謎受けたと主張している

が、元来質主たる地位の譲渡は単なる権利の譲渡と異ず）

義務の承継を伴うが故に、買主及び譲受人の合意のみで

は足らず必らず原契約の当事者双方及譲受人間の三面契

約を以て鰐さるることを要する。然るに本件に於ては斯

る三面契約は認められない上に、控訴人先代の承諾の事

実も認められないから、被控訴人は訴外人の買主たる地

位を承継したものではなく単にその権利を譲り受けたに

止り、その代金の支払の債務は依然右訴外人にあるもの

と言わねばならないとして被握訴人の主張を斥けた，

而して雄訴人の請求に就ては、雄訴人の先代は暇井市

の所有家屋に居住して本件家屋を必要とせざりし篇、こ

れを訴外人に貢去＝の約定をしたけれども、鵡井市の戦災

の篤本件家屋を居住上必要●とするに至りたることを認め

得べく、これに反し訳外人は自己居住の目的を以て本件

家屋を買受けたるも間もなく之を不用とするに至り、遂

に級錘訴人にその権利を譲渡したものである。 かくの如
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く費買成立当時の事情が当事者の責に帰すべから・ざる編

井市の戦災に依り一愛したにも拘らず、当初の賓買の効

果を発生せしめることは、戦災によりその家屋を失っ
た

控訴人先代にとって甚だ酷であって信義則に反すること

となるから、錘訴人先代は賓質当事者たる訴
タト人に対し

事情の饗更を理由そこ契約を解除し得るものと言わ掴まな

らないとして、 「凡そ責買契約成立当時の事情
がその履

行期迄に、当事者の責に帰すべからざる事由に依り
当事

者の予見しえなかった程度に奨更Ｌ、その結果本来の法

律効果を発生せしむることが著しく不衡平となった場合

にも、尚之が履行をなさしめるごとは信
義誠実の原則に

反するものと謂うべく、斯る場合には当事者の一方の
意

思表示を賜、てその契約を解除し得
るものと解すを相当と

する」と劉決して雑訴人の請求を認めたのである。

　　

（４） 下級裁判所民事薮列例集 昭和２５年 第１巻第

　　　　　

３号

　

４３頁～４毎頁。
（６）

第五

　

昭和２６年２月６日

　

奈良地劉

本件は担保金返還並びに損害賠償請求事件に関し、．日

本に図籍を有する者が朝鮮に於てした法律行篇の効力等

に関する準拠法及び事情墜更による継続的契約の解，
除権

に付判冒したものである。

　

事案は被告中村一則が朝鰍こ於て朝鮮樹脂工業所なる

商号で漁網用染料の製造版責業を営む商人であった所、

昭和１９年１２月２６日大邸府に居住する原告藤沢秀三郷との

間に商品販費契約を締結した。・今そ
の約旨を選ぶれば、

被告は其の製造に係る漁網用染料を全部原告に供給質渡

し、原告に於て一手に買受け販費す
ること、原・鍬′ま現品

の朝渡を受ける都度３０日以内に代金を支払うこと、原告

は右質買契約履行の担保として被告に対し金一万五千円

を提供すること、並びに被告は原告に対し昭和
２０年１月

以降毎年平均最小限度八百夙の製品を供給引渡すことを

定めたものでありた。

　

そこで原告は右約旨に従い昭和１９年１２月３１日右担保金

一万五千円を被告に交付した。其の後原告は前言巳約旨に

従い千三百臥の製品遥荷方を被告に請求した断、被告は

内五百臥だけ遥荷し、残余の八百夙は原告の請求あるに

拘らず履行しないでいるうちに、昭和２０年８月１５日太平

洋戦争が終了した。

　

そこで原告は右終戦の情勢に伴い必らずしも契約の完

全履行が可能であるとは考えないが、万一幾分かの履行

が可能と考えると共に右契約の完結を期する鰐被告に対

し、書面到達の日より２０日以内に契約の履行ありたき旨

催告し、同期間内に履行しないときは期間満了と同時に

前言巳契約を解除する旨簾件附奨約解除の意思表示を発し

た。然るに右催告期間内に履行がなかった鴬、遂に昭和

Ｓ鳳ＣＴ１ｏＮ Ａ
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２２年２月２０日限り契約は解除せられた。傍て原告は被告

に対し現獣回復として、前言巳担保金‐▲万五千円、損害賠

償金三万円計金四万五千円及び解除以後の法定利息の支

払を求むるとして本訴に及んだものである。

　

奈良地方裁判断は原被告双方の主張の当否を坂調べ

た。その結果双方の契約で商品受波場所を被告の貯臓所

と指定し、原告が現実に受渡に協力しないときでも、被告

が包装荷逢の上工場より製品を右肝臓所に移し、其の数

、量を原告に通知したとき引陵行篤は完了し、爾後保管料

運賃は勿論滅失による危険はすべて原告が之を負担する

旨飯決めたところ、原告が大雄府に於て貯蔵所を設け且

つ相当の阪路を拡張するまで当分の間右約旨に依らない

で、受腹場所を原告の指定する仕向先とし貯蔵所より右

仕向先迄の運賃を原告の負担とする旨を約し、且つｇ１腹

数量に付被告の生産能力より割出して、昭和２０年１月よ

り５月迄１ヶ月平均四百臥程度、同年６月以後は其の倍

数の限度に於て原告の指示する数量を原告の註文先へ供

給出荷することを定めたこと、原告が右約定により千三

百外を被告に指示して出荷を求めた所、被告は内五百臥ｏ

を遥荷し更に同年３月中頃より内二百臥の貨車積の準備

に霊力したが、太平洋戦争の激化に伴い鉄道貨車が極度

に不足し、約定品を原告指定の・仕向地へ出荷することが

事実上不可能となった鷲、被告が其の製品を他の業者に

溺買したこと、原告に於ても貨車の入手に努力したが徒

労に終り、買入優格臥当金二十円五十五銭と慶筒北道の

卸費公定．憤格金二十三円との差額の利益金では、到底鉄

道以外の運賃を賄うことができなくなった澱販路の拡張

を見合せていたこと等の事実が認定できる。よって「商

人間の継続的商品供給費質契約に於て、予め賓買の数量

叉は存続期間の版決がないとき、喫約締結の当．時双方に

予見できなかった事情の鰐、約定の商品を引渡すことが

事実上至難となり、買主に於て慣格統制内の枠内に於て

運賃を支弁して商品を引取ることが採算上不能となった

場合に於ては、別段の事情が存しない限り双方の責に帰

することのできない事由によって、履行することが事実

上並びに経済上不可能に陥ったものと認むべく、而もそ

の障害が何時除去されるか双方に予見できないよるな場

合、信義衡平の原則上双方は契約の目的を達することの

できない己むを得ない事由がある場合として、何時でも

一方的に継続的質買契約を解除し、瀞来に亘り契約に依

る義務を免れることができると離すべきである」との趣

旨の判決を以て、原告の事情蔓更による商人間の継続的

商品供給販萱契約の解除権の主張を認めたのである。

　

以上によって第四、第五の判例を見るに、共に事情藁

更による契約の解除権を認めたものであるが、ただ後者
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第３ 簡

　

第２．号 学

　　　

，塗

　　

第 一 部 昭和２７年１０月

が旧商法上のものたるだけであって、ともに事情愛更法

　　

まず強化する訳である。只戦前戦後を通じて銀化された
則を信義則により裏付けた好判例たるを失わないと思う

　　

経済統制の下に於ては、経済統制という特殊の政策的立

　

（５） 下級裁列所民事裁判例集

　

昭和２６年第２巻第

　　

法の使命を傷けざらんが烏に、事情蔓更法則は事実上其

　　　　　

２号

　

３４頁～４４頁。

４， む

　　

す

　　

び

の必然性を澱め乍ら、而もその適用に於（著しく場面を

縮少せられる運命に置かれていたに過ぎなかっためであ

る。

　

以上を通じて見るに、事情愛更法則は最早単なる学説

　　　

さすれば経済統制が著しく緩和せらオ つつある現段階

上の法律規範たるに止ら，ず、裁判所が具体的事業もこ之が

　

に方冬ては、事情慶更法則の活躍の舞台もこれまでよりか

適用を見つつある実用裁判規範の一つとして、その厳然

　　

鹿めらるべく、陥って将来に於てはこれが適用の判例も

たる地位を占めつつあることを知り得るのである。

　　　

梢々増加の傾向をたどるものではなかろぅか。

　

只判例の数が比較的少いのは、元来この法則が契約織

　　　

（１） 勝本、現下に於ける事情変更の原則の適用

守則の反対命題として生成されたものでぁ 裂 これらの

　　　　

「法律新城第７５１号掲載」 通し頁５頁。

対比関係は前者が峻烈となればなる程愈々激化せられ

　　　　　　　　

以

　　

上

る。然れば契約厳守則が贋格の公定不蔓と言う鉄則にま

　　　　　　

昭和２６年８月３１日稿了

で高揚されるとき、事情鰐更法則は叉其の必然性をまず

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

′
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聖トオマス・アキナスの自然法に関する研究

　

高

　

′ 坂

　　

直

　　

之

北海道学蜜大学旭川分校法律政治学研究室
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ｏｆｓｔ．Ｔｈｏｍａｓ Ａｑｕｉｎａｓ，

目

序

　　　

論

Ｈ‐総

　　　

説

（１） 中世法学の特徴

　

（２） 法学研究に関するトオマスの独

　　

自性及び其の評価

　

ロ

　

トオマスの法理論体系概略

　

（ｉ） 法の定義及び其の典拠

　

（２｝

　

永久法・自然法・人定法

本

　　　

諭

Ｈ

　

トオマス以前の中世に於ける自然

　

法論

序

　

論

Ｈ

　

総

　

説

　

の

　

中世法学の特徴

　

中世に於ける政治理念より紳の観念を除外しては、そ

れは成立しないと同様、中世に於ける法の観念に基督教

の介入なしでは、全く之を論じ得ないことも醜に常識化

メ次

　

（１） アウグスチヌスに依る影響

　　

（２） 自然法に関する諸・説及び其の傾

　

向

櫛

　

トオマスに依る自然法の確立

　

（１） 普通の秩序に対する人類の寄輿

　

（２） アウグスチヌスの自然法とトオ

　　

マスの自然法

　

（３） 自然法の三段階

鈎

　

トオマス主義自然法の再生

あ と が

　

き

されている。寧ろ同時代に於ける世界は、静一色を以て

塗り潰されていたと言っても決して過言ではない。人と

人との関係、所有権、遺産相続、訴訟手続等に関する法

は、いづれも自然的衡平の原則に即醸して篇されたと言

うよりは、この宗教の数理に基き祭儀の要求するところ

を度外観しては、規定され得なかったと言うのがより妥

当．であろう。教会の尖塔の見えぬ中世都市の備徽図はあ
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